
個 人 番 号
氏 名
フ リ ガ ナ
現 住 所

令和８年
１月１日の住所

生 年 月 日 年 月 日 生
世帯主の

氏名

代理人　／　代筆

世帯主
との続柄

電 話
番 号

氏名 続柄

分　市民税・府民税申告書 分　市民税・府民税申告受付書吹田市　　　　　　　　長宛 令和　 年　 月　 日提出

お問合せ番号
３所得から差し引かれる金額に関する事項

社会保険料の種類

国民健康保険料
源泉徴収票の社会保険料

後期高齢者医療保険料
介護保険料

国民年金保険料

その他の社会保険料
合　　　計

支払保険料
円

円

円

円

円

円

円

社会保険料
控 除

新 生 命 保 険 料 の 計
円

旧 生 命 保 険 料 の 計
円

新個人年金保険料の計
円

旧個人年金保険料の計
円

介護医療保険料の計
円

地 震 保 険 料 の 計
円

旧長期損害保険料の計
円

円

万円

万円

万円

万円

社会保険料の種類 支払保険料

生命保険料
控 除

障 害 者
控 除

地震保険料
控 除

寡 婦 控 除
ひとり親控除
勤労学生控除

配偶者控除・
配偶者特別控除・
同一生計配偶者

寡婦控除

同上

勤労学生控除

同一生計配偶者(控除対象
配偶者を除く｡)

（学校名）死別
離婚

生死不明
未帰還

ひとり親
控　　除

フリガナ

氏 名

個人番号

2

フリガナ

氏 名

個人番号 控除額

1

フリガナ

氏 名

個人番号

1

配 偶 者 の
合計所得金額

フリガナ 生年月日

氏 名
個人
番号

生年
月日

同居･別居
の区分

級
判定身･精･療

級
判定身･精･療

⑬

⑮

⑯

⑰～⑲ ⑰ ⑱ ⑲

⑳

㉑～㉒

㉘

㉗

配
偶
者

扶
養
控
除
・
特
定
親
族
特
別
控
除

続柄

特親

障害の程度同居

障害の程度同居

同居
別居

明･大･昭
平･令
西暦

明･大･昭
平･令
西暦

明･大･昭
平･令
西暦

明･大･昭
平･令
西暦

・ ・

フリガナ

氏 名

個人番号 控除額

2
生年
月日

同居･別居
の区分

続柄

特親

同居
別居・ ・

フリガナ

氏 名

個人番号 控除額

3
生年
月日

同居･別居
の区分

続柄

特親

同居
別居・ ・

フリガナ

氏 名

個人番号 控除額

4
生年
月日

同居･別居
の区分

続柄

特親

同居
別居・ ・

㉓
〜
㉔

フリガナ

氏 名

個人番号

1
生年
月日

同居･別居
の区分

同居
別居

平･令
西暦

平･令
西暦

平･令
西暦

・ ・

・ ・

・ ・

フリガナ

氏 名

個人番号

2
生年
月日

同居･別居
の区分

同居
別居

フリガナ

氏 名

個人番号

3
生年
月日

同居･別居
の区分

同居
別居

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

（
控
除
対
象
外
）

当該親族等が特定親族である場合には、｢特親｣欄に〇を記入してください。

別居の扶養親族等がいる場合には、裏面｢13｣に氏名、個人番号、住所及び国外居住者である場合は区分を記入してください。

セルフメディケーション税制を選択する場合には､｢医療費控除｣欄の
｢区分｣の□に｢1｣と記入してください。

医療費控除

雑 損 控 除
損 害 の 原 因

円

損 害 年 月 日

円

損害を受けた資産の種類

円

円

損 害 金 額 保険金などで補填される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

保険金などで補填される金額
円

支 払 っ た 医 療 費 等

人

191

※この下は記入しないでください。

１　

収
入
金
額
等

事
業

総
合
譲
渡

雑

２　

所
得
金
額

４　

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

営 業 等

公的年金等
業 務
そ の 他
短 期
長 期

農 業
不 動 産
利 子
配 当
給 与

一 時

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙

事
業

営 業 等

雑

公的年金等
業 務
そ の 他

農 業
不 動 産
利 子
配 当
給 与

合 計
社会保険料控除

合計(㉖＋㉗＋㉘)

生 命 保 険 料 控 除
地 震 保 険 料 控 除
寡婦、ひとり親控除
勤労学生､障害者控除
配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
特定親族特別控除
基 礎 控 除
⑬～㉕までの計
雑 損 控 除

小 規 模 企 業
共済等掛金控除

総合譲渡･一時

医療費控除

⑰～
　⑱
⑲～
　⑳
㉑～
　㉒

続
柄

続
柄

続
柄

合計
(⑦＋⑧＋⑨)

区
分

配
専

人

192

他
専

264

控
対
配

265

老

配

調

整

処
理
停
止

専従者
老人

老同老

人

266

一
般

人

267
人

269
人

268

扶養障害
同特

人

272

特障

人

271

他障

人

270

特
定

277

特
障

276 369

他
障

人

153
人

274

特
親

人

273

年
少

扶養親族該当区分 本人障害

〒５６４－８５５０

　吹田市泉町１丁目３番４０号

　　　吹田市役所　市民税課　　宛

◆申告書の提出先
下記のとおり。封筒の宛先にご利用ください。

◆申告書の提出期限
令和８年３月１６日（月曜日）までにご郵送ください。

◆郵送申告には次の書類の添付が必要です。
・令和７年中の所得に関する書類（源泉徴収票、支払調書等）
・令和７年中に支払った、各種保険料（社会保険料、生命保険料及び地震保険料）の控除証明書
・医療費控除又はセルフメディケーション税制の明細書
　※領収書では申告できません。
・寄附金の受領証明書、領収書
・マイナンバーカードもしくは、個人番号確認書類と本人確認書類（写し）
　※なお、申告書の控えが必要な方は、申告書コピーと返信用封筒（切手を貼ったもの）を同封してください。

　市民税・府民税申告書については、以下のいずれの方法でもご提出いただけますが、窓口の混雑
を緩和し市民の皆様の待ち時間を短くするため、原則、郵送（①・③）又はエルタックス（⑤）に
よるご提出をお願いします。

申告書の郵送又はエルタックス
による提出にご協力ください ！

提出期限　は
　　月　日です。

受　付　印

き　り　と　り

明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令

年　　　月　　　日
明・大・昭・平・令・西暦

５給与・公的年金等に係る所得以外の市・府民税の納
税方法など

※所得税と住民税で異なる課税方式は選択できません。

給与からの差引き(特別徴収) 自分で納付(普通徴収)

希望する(単年度・継続) 希望しない申告書の送付

納 付 方 法

作　成 提　出

紙の申告書に手書きで作成

〃

〃

①

②

③

④

⑤

市民税・府民税申告書作成システム
で作成

紙の申告書を作成・提出す
る場合

【NEW】エルタックスで作
成・提出する場合

ご自身でプリントアウトした紙の申
告書を郵送で提出
ご自身でプリントアウトした紙の申
告書を申告会場に持参
エルタックス（個人住民税電子申告シス
テム）で電子送信（紙の打出しは不要）

手書きした紙の申告書を申告会場に持参

手書きした紙の申告書を郵送で提出

エルタックス（個人住民税電子申告
システム）で作成

※詳しくは、吹田市ホームページの「市・府民税申告書作成コーナー」をご覧ください。

C610030D

C
2
5
1
8
9
6
A
1
-0
2
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C
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2
0
2
5
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2
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0

3
4
　
K

令和8年度

Guest
Rectangle



物 件 の 所 在 地

屋 号 ･ 雅 号

種 類

前年中の合計所得金額

事務所･事業所･家屋敷

配 当 割 額 控 除 額

株式等譲渡所得割額控除額

所得の種類 収入金額 (円) 必要経費 (円)

◆窓口でのご提出を希望される方へ

・郵送・エルタックスによる申告が困難な方は、吹田市役所にお越しください。

（下記日程より前には受付できません｡）

①令和８年２月16日（月）～令和８年３月16日（月）

（※土日祝日は除きます｡）

→　吹田市役所本庁舎　低層棟２階　税務会議室

②令和８年３月17日（火）～

→　市民税課（吹田市役所本庁舎　中層棟２階　２０２番窓口）

・受付時間　９：００～１７：１５（※昼休み時間も受付しています｡）

【お問合せ先】

吹田市役所　税務部　市民税課

電話：０５０－１７２１－２５２３（自動応答）

６. 日給所得者の月別収入

10. 総合譲渡･一時所得に関する事項(表面 コ､サ､シ)

11. 事業専従者に関する事項

12. 寄附金税額控除に関する事項 18. 前年中に所得がなかった人に関する事項

17. 事業税に関する事項

16. 家屋敷などに関する事項

15. 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項

14. 利子・配当所得に関する事項(表面 エ､オ)

13. 別居の控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族に関する事項

19. 所得金額調整控除に関する事項

７. 給与所得(表面 カ)･公的年金所得(表面 キ)に関する事項

８. 雑所得(公的年金等以外)に関する事項(表面 ク､ケ)

(円)日 給月

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

勤 務
日 数 (円)月 収

(表面 カ)合計金額

(円)収入金額 (円)必要経費 (円)特別控除額

円

所得の種類

給 与

年 金

所得の内訳（支払者)

日本年金機構

収入金額 (円)

所得の種類 収入金額 (円) 必要経費 (円)

９. 事業･不動産所得に関する事項(表面 ア､イ､ウ）

所得の種類 収入金額 (円) 必要経費 (円) 専従者控除 (円)

差引金額
(収入金額－必要経費)

(円)

差引金額  (円)
(収入金額－必要経費)

所得金額  (円)
(差引金額－特別控除額)

総合
譲渡

短期

長期

一 時

表面 コ

表面 サ

表面 シ

合計  コ＋[(サ＋シ)×1/2]
表面 ⑪

続柄フ リ ガ ナ
氏 名

生年月日

従事月数 専従者給与(控除)額

専従者給与(控除)額

専従者給与(控除)額

個　人　番　号

円

円

円

円

月

年　　　月　　　日

明・大・昭・平・令・西暦

続柄フ リ ガ ナ
氏 名

生年月日

従事月数

個　人　番　号

月

年　　　月　　　日

明・大・昭・平・令・西暦

続柄フ リ ガ ナ
氏 名

生年月日

従事月数

個　人　番　号

月

年　　　月　　　日

明・大・昭・平・令・西暦

所得税における青色申告承認の有無
専 従 者 給 与 （ 控 除 ） 合 計 額

有 ・ 無

円
寄 附 金
税額控除

都道府県･市町村分
（特例控除対象）

住所地の共同募金会･日赤支部分
都道府県・市町村分（特例控除対象以外） 大阪府条例指定団体 吹田市条例指定団体

※左記の金額の内､下記にあてはまるものをご記入ください｡

円 円 円

住所 国外
居住

フ リ ガ ナ

氏 名

住所
フ リ ガ ナ

氏 名

フリガナ

氏 名

□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　　□障害者
□38万円以上の支払

国外
居住

□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　 　□障害者
□38万円以上の支払

※国外居住者の場合は送金関係書類等が必要です｡

別居の場合の
賦課期日住所

特別障害者に
該当する場合 生 年 月 日続柄

個 人 番 号
年　　　月　　　日

明・大・昭・平・令・西暦
級

判定

身・精・療

□　個人番号カード
□　運転免許証
□　障害者手帳等
□　その他(　　　　　　　　)
□　健康保険の資格確認書
□　源泉徴収票　　　　 □　税務書類
□　市民税･府民税申告書(送付分)
□　その他(　　　　　　　　)

１
点
確
認
２
点
確
認

※本人確認(この欄は記入しないでください｡)
□　本人　 　□　代理人

1. 無職無収入･失業中であった。

2. 学生であった。

3. 病気療養中であった。

4. 遺族年金･障害年金･児童扶養手当等を受給していた。

5. 扶養や仕送り等の援助を受けていた。

6. その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　  )

下記の該当する番号を○で囲み必要事項を記入してください。

非課税所得など

前 年 中 の
開 廃 業 日

月 　 日

開始・廃止
他都道府県の事務所等

資産の種類 損失額･被災損失額(白)
事業用資産の
譲渡損失など

損益通算の特例適
用前の不動産所得

円 円

円

円

円

円

C
2
5
1
8
9
6
B
1
-0
1
-C
C
-D

2
0
2
5
.1
1
.5

3
4
　
K
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